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一
九
五
五
年
忌
そ
の
三
版
が
出
た
O
、
§
ミ
§
ミ
野
心
ぎ
幕
ミ
ー

、
ミ
ミ
恥
に
よ
っ
て
国
際
法
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
エ
ル

ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ザ
ゥ
ワ
ァ
（
こ
れ
は
、
刑
法
学
者
・

国
際
法
学
者
に
し
て
法
哲
学
者
で
あ
る
碩
学
ヴ
ィ
ヘ
ル
ム
・
ザ
ゥ

ワ
ァ
と
は
別
入
で
あ
る
）
の
本
書
は
、
国
家
哲
学
の
領
域
に
お
い

て
の
最
近
の
斬
新
な
業
績
と
し
て
、
注
目
に
価
す
る
。

　
本
書
の
全
体
は
、
次
の
三
章
に
分
れ
て
い
る
。
の
、
概
念
、
歴

史
お
よ
び
方
法
。
口
、
入
間
と
国
家
。
日
、
法
と
国
家
。
四
、
文

化
と
国
家
。
㈲
、
国
家
と
経
済
。
因
、
国
家
と
経
済
社
会
。
㈲
、
国

際
社
会
？
　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
い
つ
れ
の
章
を
通
じ
て
も
、
問
題

の
状
況
を
分
析
し
記
述
す
る
う
え
で
は
、
実
存
主
義
の
哲
学
者
こ

と
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
マ
ル
セ
ル
、
P
・
ヴ
ス
ト
や

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
聡
達
（
テ
ィ
リ
ク
や
E
・
ブ
ル
ソ
ナ

ー
）
の
撃
方
が
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
い
ざ
問
題
を
解

決
す
る
と
な
る
と
、
依
拠
さ
れ
る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
圓
聖
ト

マ
ス
主
義
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
聖
ト
マ
ス
は

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
哲
学
の
現
代
の
代
表
者
、
マ
リ
タ
ン
、
ジ
ル
ソ

ン
、
E
・
マ
イ
ヤ
ー
、
グ
ァ
ル
デ
ィ
ー
二
そ
れ
に
倫
理
学
者
で
は

メ
ス
ナ
ー
が
、
敬
意
を
も
っ
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
ま
た
著

者
は
、
　
自
ら
の
帥
と
し
て
の
E
・
V
・
ヒ
ッ
ペ
ル
を
、
　
「
そ
の

友
」
ド
イ
ツ
の
公
法
学
者
キ
ッ
プ
と
と
も
に
多
く
引
用
す
る
が
、

こ
の
二
人
は
明
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
1
聖
ト
マ
ス
主
義
の
信
奉
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者
で
、
ザ
ゥ
ワ
ァ
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
国
法
学
の
従
来
の
枠
の
外
に

は
み
出
て
い
た
人
達
で
あ
る
（
ω
．
N
O
N
）
。
そ
の
流
れ
を
汲
む
ザ

ゥ
ワ
ァ
の
本
書
で
展
開
さ
れ
る
思
想
が
、
わ
が
国
の
公
法
学
者
、

政
治
学
者
に
と
っ
て
も
「
斬
新
」
で
あ
る
理
由
の
一
つ
が
、
こ
こ

に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
本
書
の
著
者
の
思
想
的
立
場
を
概
略
規
定
し
て
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ー
聖
ト
マ
ス
主
義
あ
る
い
は
新
ト
マ
ス
主
義
と
い

え
る
と
し
て
も
、
こ
の
主
義
の
書
物
に
時
と
し
て
あ
る
議
論
倒
れ

の
こ
ち
た
き
理
屈
に
す
ぎ
る
記
述
は
本
書
に
は
な
い
。
多
く
の
哲

学
者
、
神
学
者
さ
ら
に
は
国
際
法
学
者
、
社
会
学
者
達
か
ら
豊
富

で
適
切
な
引
用
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
の
叙
述
を
生
彩
あ
る

も
の
と
し
て
い
る
し
、
そ
の
平
明
な
行
文
や
柔
軟
な
論
理
と
相
侯

っ
て
、
卒
然
こ
の
書
を
読
む
も
の
に
、
こ
れ
が
新
ト
マ
ス
主
義
の

書
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
著
者
の
基
本
思
想
は
、
二
千
数
百
年
来
の
こ
の
主
義

の
伝
統
に
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
て
、
こ
の
立
脚
地
は
全
巻
を

貫
い
て
い
る
こ
と
、
以
下
に
み
る
通
り
で
あ
る
。

二

著
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
1
聖
ト
マ
ス
主
義
は
、
先
ず
は
端
灼

に
そ
の
国
家
本
質
論
に
あ
ら
わ
れ
る
。
著
者
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
共
に
「
国
家
は
完
全
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
完
全
社
会

と
し
て
の
国
家
の
考
え
方
の
起
源
を
、
ザ
ゥ
ヴ
『
ノ
は
二
つ
の
も
の

に
み
る
。
　
一
つ
は
ギ
リ
シ
ャ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
翫
び
と
一
般

の
考
え
方
で
は
、
　
（
国
家
は
な
に
か
人
間
に
と
っ
て
重
荷
で
あ
り

国
家
の
な
い
と
こ
ろ
で
こ
そ
人
は
完
全
と
な
り
う
る
、
と
い
っ
た

こ
と
と
は
反
対
に
）
国
家
は
そ
の
中
で
の
み
入
間
が
完
成
し
う
る

「
完
全
社
会
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
他
は
ゲ
ル
マ
ン
的
世

界
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
国
家
観
で
は
、
家
族
や
種
族
だ
け
で
は

探
聞
は
充
分
に
完
成
し
え
ず
、
民
族
を
基
盤
と
し
た
「
国
家
」
の

う
ち
に
お
い
て
こ
そ
完
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ

た
（
ω
篇
O
刈
一
犀
O
）
。
こ
う
し
た
「
完
全
社
会
」
と
し
て
の
国
家

本
質
観
を
ザ
ゥ
ワ
ァ
は
受
け
容
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
無
条
件
に

で
は
な
い
。
留
保
は
二
つ
の
点
で
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
、

前
芸
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
。
　
国
家
は
「
全
体
」
、
　
個
入
は

「
部
分
」
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
を
、
有
名
な

ト
マ
ス
主
義
の
倫
理
学
者
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
に
従
っ
て
、
個
人
の

「
人
格
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
格
は

存
在
論
的
に
は
閃
葺
一
ω
8
7
ω
①
貯
で
あ
り
、
　
「
実
体
」
　
で
あ
っ

て
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
物
質
的
形
象
に
つ
い
て
い
え
る
よ
う
な

意
味
で
国
家
の
「
部
分
」
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
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人
格
は
、
国
家
よ
り
は
よ
り
根
源
的
な
「
全
体
」
な
の
で
あ
る

（
ω
●
昌
O
l
卜
Q
）
。

　
第
二
の
留
保
は
、
こ
う
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
時
代
の
都
市
国
家
は
自
足
的
で
全
体
主
義
的
で
余
り
に
多
元

性
を
欠
い
て
い
た
。
し
か
し
今
日
の
国
家
は
一
そ
う
多
元
的
で
、

個
人
の
み
な
ら
ず
、
個
人
と
国
家
と
の
あ
だ
の
中
闇
的
社
会
（
つ

ま
り
国
家
の
よ
う
に
包
括
的
全
面
的
に
入
間
的
要
求
を
、
目
的
を

追
及
す
る
の
で
な
く
、
特
定
の
部
分
的
な
人
間
的
要
求
を
、
目
的

を
追
求
す
る
家
族
、
労
働
組
台
、
教
会
、
大
学
等
の
諸
社
会
）
の

生
き
生
き
と
し
た
存
在
と
自
由
な
活
動
と
を
許
す
も
の
で
あ
る

（
ω
●
冨
N
l
q
）
。
著
者
は
そ
こ
で
、
完
全
社
会
の
概
念
に
結
び
つ

く
筈
の
国
家
の
多
元
性
、
補
完
性
の
原
理
を
詳
論
す
る
　
（
ω
・
＝
ω

一
α
）
。

　
ザ
ゥ
ワ
ー
の
こ
の
書
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
1
聖
ト
マ
ス
主
義

は
、
国
家
の
目
的
論
や
そ
の
形
而
上
学
的
起
源
論
（
存
在
根
拠
の

理
論
）
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
追
及
す
る

目
的
は
「
公
共
の
福
祉
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
公
共
の
福
祉
は

客
観
的
な
価
値
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
び
と
の
主
観
の
み
に
よ
っ
て

そ
の
内
容
の
定
め
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
大
綱
が
「
人
間
存

在
の
構
造
」
に
由
来
す
る
法
則
、
即
ち
「
自
然
法
」
に
よ
っ
て
、

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
的
本
性
の
も
の
と
し
て

の
人
聞
は
、
こ
の
本
性
の
傾
き
に
従
っ
て
国
家
生
活
へ
と
入
り
込

む
が
、
こ
の
国
家
生
活
の
目
的
た
る
「
公
共
の
福
祉
」
の
内
容
の

客
観
的
規
定
の
規
準
は
、
こ
の
自
然
法
自
体
が
人
間
存
在
の
構
造

と
し
て
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
全
て
の

国
家
は
、
そ
の
実
在
を
自
然
法
に
負
っ
て
い
る
」
（
ω
●
旨
O
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
で
は
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
規
準
を
、

結
局
は
自
然
法
を
認
識
す
る
の
か
？
こ
れ
を
吟
味
し
て
い
う
と
こ

ろ
は
、
　
著
者
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
　
著
者
は
中
世
末
期
の
神
学

者
・
哲
学
者
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
の
主
著
　
U
o
◎
o
o
冨

お
コ
。
『
外
地
9
。
お
よ
び
》
b
O
δ
α
Q
冨
傷
Φ
お
昌
。
鎚
ご
口
。
を
ひ
き
台
い

に
出
す
。
ク
ザ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
の
「
博
学
な

る
無
智
」
　
傷
o
o
毒
心
α
q
昌
。
冨
鉱
Ω
。
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
無
智
　
（
す
な

わ
ち
大
陽
に
向
う
フ
ク
ロ
ウ
の
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
明
る
い
真
理

を
知
る
が
ゆ
え
の
盲
目
）
　
と
を
対
比
し
、
　
入
間
は
存
在
者
”

ω
Φ
冨
口
α
o
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
認
識
を
も
ち
え
て
も
、
存
在
者

の
本
質
的
現
実
に
は
科
学
的
知
性
は
及
び
え
ず
、
無
智
で
あ
り
、

こ
の
観
点
か
ら
い
え
ば
価
値
と
か
自
然
法
と
か
い
っ
た
も
の
に
つ

い
て
の
絶
対
的
、
科
学
的
真
理
は
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
こ
の

無
智
の
智
の
極
み
に
お
い
て
本
質
的
真
理
へ
の
無
限
の
近
接
は
あ

り
え
、
社
会
科
学
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
種
類
の
真
理
認
識
の
可

能
性
で
充
分
で
あ
る
（
ω
・
憲
O
一
“
）
。
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こ
こ
か
ら
「
科
学
的
価
値
相
対
主
義
」
あ
る
い
は
「
価
値
二
者

択
一
主
義
」
が
著
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
る
。
つ
ま
り
信
条
や
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
多
元
性
が
国
家
生
活
の
う
え
で
尊
重
さ
れ
る
こ
と
、

「
寛
容
の
原
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
主
主
義
と
も
聯
関
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
ω
・
旨
刈
一
Q
。
）
。
著
者
に
よ
っ
て
は
こ
う
し
た
わ
け

で
、
一
方
で
は
価
値
絶
対
主
義
の
国
家
理
論
が
他
方
で
は
ブ
レ
ヒ

ト
（
》
円
コ
O
一
α
切
国
国
O
団
日
Ψ
寒
ミ
嵩
ら
匙
N
↓
瀞
鳴
O
鞘
鳴
・
）
や
ク
リ
ュ
ー

ゲ
ル
（
国
Φ
亡
び
。
二
国
幻
α
O
富
戸
》
ミ
顕
馬
§
町
ミ
⑦
ミ
ミ
亀
§
ミ
）
の

近
著
の
絶
対
的
相
対
主
義
の
そ
れ
が
、
却
け
ら
れ
る
（
ω
9
旨
刈
）
。

こ
の
結
論
自
体
は
、
ト
ミ
ス
ト
に
通
有
の
も
の
で
、
珍
ら
し
く
な

い
。

　
し
か
し
無
智
の
智
に
つ
い
て
ザ
ゥ
ワ
ァ
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
ト

ミ
ス
ト
の
主
張
と
し
て
は
特
異
に
す
ぎ
か
つ
幾
分
舌
足
ら
ず
で
あ

る
と
も
評
し
え
よ
う
。
通
常
は
ト
ミ
ス
ト
達
は
、
こ
こ
で
は
聖
ト

マ
ス
に
依
拠
し
て
概
念
的
、
意
識
的
、
反
省
的
な
認
識
と
非
概
念

的
、
前
意
識
的
、
本
性
的
な
認
識
と
を
区
別
し
、
自
然
法
の
認
識

は
先
ず
は
後
者
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
認
識
の
限
り
で
は
万
入
が

｝
致
し
て
い
る
が
、
つ
い
で
、
前
者
の
反
省
的
認
識
に
お
い
て
は
、

必
然
的
に
各
人
ご
と
に
多
様
な
も
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
つ
れ
に
せ
よ
以
上
の
よ
う
な
国
家
本
質
観
、
国
家
目
的
観
、
国

家
の
形
而
上
学
的
起
源
観
に
立
っ
て
、
著
者
は
他
の
国
家
観
の
種

々
の
類
型
を
批
判
し
て
い
る
（
ω
レ
ω
α
鵠
）
。

三

　
さ
て
、
上
に
言
及
し
た
国
家
の
多
元
性
や
補
完
性
の
原
理
は
、

本
書
の
次
の
諸
章
で
の
議
論
を
導
く
導
き
の
糸
で
あ
る
。
今
は
簡

単
に
し
か
紹
介
し
え
な
い
が
、
そ
れ
は
、
先
ず
、
日
　
個
人
と
国

家
と
の
関
係
に
即
し
て
、
第
二
章
　
「
人
間
と
国
家
」
　
の
う
ち
の

「
人
格
」
の
意
義
を
問
う
た
節
に
現
れ
る
。
国
家
は
あ
る
観
点
か

ら
は
個
人
に
た
い
し
て
全
体
で
あ
る
と
は
い
え
、
勝
義
に
お
い
て

は
人
格
た
る
個
人
こ
そ
、
国
家
に
優
越
す
る
「
全
体
」
で
あ
り
、

国
家
は
個
入
の
自
己
完
成
を
補
完
す
る
た
め
に
こ
そ
あ
る
も
の
で

あ
る
。

　
の
　
第
二
に
は
、
第
四
章
「
文
化
と
国
家
」
で
現
れ
る
。
文
化

は
人
格
的
な
個
入
の
営
み
で
あ
り
、
そ
の
固
有
の
意
味
で
は
人
格

文
化
頃
黛
ω
α
巳
一
〇
げ
貯
Φ
算
ω
閃
巳
ε
円
で
あ
っ
て
、
　
多
様
な
「
入
間

的
諸
価
値
」
を
各
入
が
環
境
や
自
然
形
象
の
う
ち
に
自
由
に
最
大

限
現
実
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
　
（
ω
レ
Φ
㎝
一
H
O
◎
。
）
。
文

化
は
何
よ
り
も
個
人
の
自
由
な
活
動
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
国
家
は
こ
れ
に
た
い
し
補
完
的
地
位
に
止
っ
て
、
各
回
の
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

意
と
責
任
と
を
第
…
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
文
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化
国
家
」
と
か
（
Q
Q
レ
O
O
h
h
・
）
、
国
家
の
「
芸
術
保
護
」
　
（
ω
．

醇
H
h
h
●
）
、
「
科
学
保
護
」
　
（
ω
・
錠
α
h
h
・
）
と
か
い
っ
た
こ
と
に

は
、
こ
の
原
理
が
貫
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
ザ
ゥ
ワ
ァ
が

芸
術
保
護
に
か
ん
し
、
国
家
活
動
と
芸
術
活
動
と
の
差
を
「
存
在

分
析
的
根
拠
」
か
ら
説
い
た
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
そ
こ
で
は
、

就
中
プ
ラ
ト
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ィ
ツ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
マ
ル
セ
ル
ら

の
芸
術
論
が
典
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
ま
た
科
学
保

護
で
は
、
今
日
わ
が
国
に
お
い
て
も
切
実
な
問
題
、
つ
ま
り
科
学

が
巨
費
を
要
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
国
家
の
介
入
を
要
す

る
こ
と
と
、
学
問
や
大
学
の
自
由
と
の
矛
盾
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。

　
口
　
国
家
の
多
元
性
、
補
完
性
の
原
理
は
第
三
に
は
、
国
家
と

国
家
内
外
の
も
ろ
も
ろ
の
社
会
集
団
と
の
関
係
で
も
説
か
れ
る
。

そ
れ
は
国
家
と
家
族
と
の
関
係
で
（
ω
●
障
G
。
i
N
N
）
、
国
家
と
教

会
と
の
関
係
で
（
ω
●
b
O
目
蝕
W
i
N
ω
H
）
語
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
さ

ら
に
い
え
ば
、
　
さ
き
に
の
べ
た
多
元
論
と
寛
容
と
の
結
び
つ
き

で
、
　
宗
教
の
問
題
に
即
し
て
著
者
の
　
（
又
今
日
の
ト
ミ
ス
ト
達

の
）
多
元
論
的
国
家
哲
学
が
語
ら
れ
る
ほ
か
に
は
、
教
会
と
国
家

と
の
あ
る
意
味
で
の
同
権
を
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
説
い
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ザ
ゥ
ワ
ァ
が
正
し
く
の
べ
て
い
る
の
が
注

目
さ
れ
る
（
℃
b
H
Q
。
h
h
）
。

　
㈲
、
国
家
の
多
元
性
、
　
補
完
性
は
、
　
第
四
に
は
国
家
と
経
済

（
お
よ
び
経
済
団
体
）
を
も
規
定
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
経

済
は
そ
の
固
有
法
則
を
も
ち
、
経
済
的
団
体
は
国
家
か
ら
独
立
し

た
自
律
性
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
．
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
共
の
福
祉

の
観
点
か
ら
は
、
　
「
政
治
の
優
位
」
が
認
め
ら
れ
、
国
家
の
政
治

的
主
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
立
つ
筈
の
も
の
で
、
　
「
自
由
放

任
」
は
正
し
い
原
理
で
な
い
。
こ
こ
で
は
自
由
放
任
の
個
人
主
義

も
、
国
家
が
一
切
の
経
済
的
活
動
を
自
ら
に
背
負
い
込
む
計
画
経

済
的
集
合
主
義
も
却
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
第
三
の
途
が
志
向
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
経
済
の
基
礎
に
自
然

法
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
「
国
民
経
済
学
の
倫
理
化
」

が
賞
揚
さ
れ
、
経
済
学
に
お
け
る
古
い
倫
理
派
（
ピ
ゆ
び
。
惹
8
H
ρ

O
o
H
妻
沼
ρ
U
o
＜
ロ
ω
等
）
が
古
代
・
中
世
の
自
然
法
論
の
伝
統

と
と
も
に
顧
み
ら
れ
て
い
る
。

四

　
国
際
法
学
者
た
る
著
者
が
、
そ
の
専
門
知
識
に
基
い
て
「
国
家

と
国
際
社
会
」
お
よ
び
「
世
界
国
家
」
を
論
ず
る
第
五
章
、
第
六

章
も
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
第
六
章
「
国
家
と
国
際
社
会
」
に
お
い
て
「
国
家
形
態
」
を
扱

っ
て
い
る
の
は
、
本
書
の
目
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
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臓
　　」

よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
よ
い
政
体
の
悶
題
は
国
内
問
題
で
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
法
、
安
全
、
平
和
の
社
会
的
価
値
を
実
現
し
て
生

れ
る
べ
き
国
際
共
同
体
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

著
者
は
、
ζ
降
。
o
o
げ
驚
く
Φ
一
戸
贈
爵
α
q
Φ
さ
旨
。
＝
ぎ
Φ
ぎ
口
⑦
門
ヨ
Φ
9
0
●

ω
o
ゴ
ヨ
凶
＃
等
の
国
家
形
態
論
を
吟
味
し
た
後
、
　
国
昼
づ
　
や
国
●

竃
Φ
く
巽
等
の
ト
ミ
ス
ト
と
と
も
に
、
　
ア
リ
ヌ
ト
テ
レ
ス
的
国
家

形
態
論
を
顧
み
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
統
治
者
の
数
に
よ
っ
て

国
家
形
態
を
分
類
し
た
の
み
で
な
く
、
　
そ
の
質
に
よ
っ
て
数
え

て
、
君
主
制
、
貴
族
制
、
民
主
制
が
、
支
配
者
の
数
の
点
で
は
そ

の
ま
ま
で
暴
君
制
、
寡
頭
制
、
愚
民
制
に
籍
し
う
る
こ
と
を
の
べ

た
の
で
あ
っ
た
が
、
前
者
の
数
的
観
点
の
み
が
今
日
ま
で
強
調
さ

れ
、
後
者
の
質
の
観
点
が
比
較
的
閑
却
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
。

著
者
に
よ
れ
ば
今
日
こ
の
後
者
の
観
点
を
強
調
す
る
こ
と
は
重
要

で
あ
っ
て
、
こ
の
際
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
よ
い
政
体
、
悪
い
政

体
の
規
準
を
各
入
の
主
観
的
な
評
価
に
で
は
な
く
、
入
山
存
在
の

構
造
に
基
い
た
客
観
的
な
社
会
的
価
値
、
即
ち
国
家
の
公
共
福
祉

（
そ
の
内
容
は
著
者
に
よ
れ
ば
、
法
、
安
全
、
平
和
で
あ
る
）
を

現
実
化
す
る
か
否
か
に
か
け
て
い
る
。
著
者
が
こ
の
こ
と
を
強
調

す
る
の
は
、
今
日
の
全
ゆ
る
外
見
的
民
主
国
家
に
お
い
て
、
そ
の

実
暴
君
制
、
寡
頭
字
（
金
権
支
配
）
、
愚
民
制
が
行
わ
れ
て
行
く

危
険
が
あ
り
、
真
の
民
主
制
を
今
日
維
持
発
展
せ
し
め
る
の
は
上

記
の
価
値
を
念
頭
に
お
く
も
の
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ゥ

ワ
ァ
は
こ
の
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
こ
と
に
ア
メ
リ
カ

の
諸
国
に
即
し
て
論
じ
て
ゆ
く
、
本
章
で
は
更
に
そ
の
た
め
必
要

な
民
主
思
想
の
教
育
か
ら
後
進
国
援
助
、
入
ロ
過
剰
、
諸
国
民
の

団
結
の
問
題
に
及
ん
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

五

　
第
七
章
は
、
こ
の
種
の
著
作
に
は
比
較
的
珍
ら
し
く
「
世
界
国

家
」
を
標
題
に
し
て
こ
れ
に
真
正
面
か
ら
と
り
組
ん
で
い
る
。
こ

と
に
世
界
国
家
思
想
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
興
味

深
い
。
東
洋
の
「
礼
記
」
に
現
．
れ
た
そ
れ
や
、
西
洋
の
ス
ト
ア
の

ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
皇
帝
の
所
説
に
は
じ
ま
り
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、

ダ
ン
テ
、
ク
ザ
ヌ
ス
、
ヴ
ィ
ト
リ
ア
、
カ
ン
ト
に
及
ぶ
世
界
国
家

思
想
が
語
ら
れ
る
（
ω
．
ω
旨
－
幽
O
α
）
。
な
か
ん
ず
く
、
日
　
ア
ウ

グ
ス
チ
ヌ
ス
の
地
上
の
国
9
＜
詳
9
・
ω
仲
①
購
①
づ
鋤
に
つ
い
て
の
、
著

者
に
よ
る
尤
も
な
解
釈
が
、
注
目
さ
れ
る
。
ア
ウ
グ
セ
チ
ヌ
ス
に

お
け
る
9
＜
騨
鋤
ω
捗
Φ
旨
9
9
。
と
9
＜
搾
鋤
。
。
U
①
一
と
の
対
比
は
、

従
来
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
誤
っ
て
国
家
対
教
会
の
問
題
と
解
さ

れ
て
き
た
が
（
ω
●
ω
ち
ー
ト
σ
O
）
、
こ
こ
三
十
年
来
の
研
究
に
よ
っ

て
、
　
こ
れ
が
そ
う
し
た
区
別
で
は
な
く
、
　
神
意
に
戻
い
た
秩
序
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（
教
会
と
国
家
と
を
含
め
て
）
、
と
神
意
に
適
合
し
た
秩
序
（
同

じ
く
教
会
と
国
家
と
を
含
め
て
）
の
差
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な

っ
て
き
て
い
て
、
　
著
者
は
こ
の
新
解
釈
を
の
べ
て
い
る
。
　
ま
た

ダ
ン
テ
や
ヴ
ィ
ト
リ
ア
に
つ
い
て
両
者
が
世
俗
的
・
自
然
的
な
国

家
お
よ
び
世
界
共
同
体
の
秩
序
と
、
教
会
的
・
信
仰
的
・
超
自
然

的
な
秩
序
と
の
区
別
を
明
瞭
に
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

が
（
ω
●
ω
b
o
ド
ー
ト
∂
N
）
、
明
確
な
自
然
と
超
自
然
と
の
区
別
が
も
と

も
と
聖
ト
マ
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
、
ダ
ン
テ
に
せ
よ
ヴ
ィ
ト
リ

ア
に
せ
よ
聖
ト
マ
ス
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
併
せ
て
興

味
深
い
。

　
ザ
ゥ
ワ
ァ
は
国
際
連
盟
や
国
際
連
台
の
現
実
に
即
し
て
慎
重
に

論
を
す
す
め
な
が
ら
、
こ
の
核
武
装
の
時
代
に
人
類
が
そ
の
生
存

を
か
け
る
の
は
、
世
界
国
家
を
築
く
か
否
か
に
で
あ
る
こ
と
を
説

き
、
た
だ
し
こ
の
世
界
国
家
は
、
従
来
の
伝
統
的
な
国
家
理
論
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
政
治
的
、
法
的
生
活
の
基
礎
と
し
て
自

然
法
倫
理
を
顧
み
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
結
論
す
る

（
ω
。
ω
c
Q
O
l
切
）
。

　
因
み
に
本
書
の
著
者
は
、
か
っ
て
第
二
次
大
戦
が
終
っ
て
間
も

な
く
尾
高
朝
雄
教
授
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
知
ら
れ
て
い

る
書
物
、
津
、
ミ
魯
、
肉
禽
ミ
憩
ミ
き
防
愚
勘
㌦
♪
目
Φ
q
O
の
編
者
で
あ

る
。

附
記
　
本
誌
第
三
十
四
巻
第
四
号
の
拙
稿
書
評
に
附
し
た
註
2
（
四
七

　
　
八
頁
）
の
コ
プ
ル
ス
ト
ン
と
あ
る
は
、
ヒ
ル
シ
ュ
ベ
ル
ガ
ー
の
誤

　
り
に
つ
き
、
訂
正
し
ま
す
。

亨
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